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●●株式会社
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ストレスチェックを受検した皆様へ
※本文章は、ストレスチェックを受検され、面接指導の受診が推奨されている方、かつ○月×日（●）□時の時点で面接指導の申出をされていない方に送付しております。
私は当社産業医の●●と申します。このたびは、ストレスチェックを受検いただき有難うございました。
さて、このたびのストレスチェックの結果、貴殿のストレス度合が高いという結果がでておりますので、個別にご連絡を差し上げております。
下記のとおり面接指導申出方法等、また面接指導の目的について再度記載いたしますので、ご確認いただき面接指導の受診をご検討ください。
なお、面接指導の申出は、法令、国の通達によりストレスチェック結果通知後概ね1か月以内に行うことが求められています。結果通知後この期間内に提出が無い場合面接指導の実施が難しい場合があります。みなさんの健康のためにも結果通知後、１か月以内に申出をしていただくようお願いいたします。
記
1.面接指導の目的
従業員のみなさんに、年に一度、自身の心身の状況に関する「気づき」の機会をもっていただくためにストレスチェック制度が導入されました。その結果、高ストレスであると判定された方には医師による面接指導を行い、その意見に基づき会社として必要な「就業上の措置」を行うことでメンタルヘルス不調を未然に防ぐという目的があります。
2.面接指導受診について
この面接指導受診は「任意」となります。しかし、以上の目的のため、対象従業員の方には「全員」に面接指導を受けていただきたいと考えております。
ストレスチェックの結果は、ストレスチェック実施時点から直前一か月の状態が反映されているという前提があります。この期間に何らかの心身のバランスが崩れる様な事象があったでしょうか。また、実際に何らかの心身の不調を感じることはなかったでしょうか。
ストレスに心当たりがある、または心当たりは無いという方についても、自身でも無自覚のメンタルヘルス不調への気づきとなる可能性がございますので、「ストレスチェック制度に基づく医師による面接指導」を受けることを強くお勧めします。
※なお、この面接指導を受診しないからといって不利益な取り扱いをすることは一切ありません。
3.面接指導の申出について
・窓口　　　：人事部　ストレスチェック実施事務担当　●●　●●
・連絡方法　：下記のいずれかの方法でご連絡ください。
1 面接指導申出書のメール添付
：aaaaaaa＠jinji.co.jp　　≪受付時間：随時　2営業日以内に返信いたします。≫
②面接指導申出書の送付
：〒100-0000 東京都品川区●●１－１－１　●●
・連絡内容　：いずれの方法であっても、下記の内容につきご連絡ください。
①ストレスチェック制度にかかる面接指導の申出であること
②お名前、所属部署
③ご連絡先

　　　　　　※面接指導の日程につきましてはご相談の上決定いたします。
4.社内相談窓口について
面接指導の申出に関わらず、ストレスチェックの結果につきご不明点・ご質問点のある方は下記、相談窓口もご利用ください。
【社内相談窓口】
・窓口　　：健康管理室　保健師　●●　●●
・連絡先　：電話　　00-0000-0000
　　　　　　メール　bbbbbbb＠kanri.co.jp
・対応時間：月曜日　10時～15時、　水曜日～金曜日　13時～18時
5.その他留意事項
面接指導にご本人が希望されて申し込まれた場合は、労働安全衛生法の規定と事業場の衛生委員会での決議事項に従って、あなたが「面接指導対象者である」との情報を人事労務担当者に提供させていただきますので、ご了承ください。また、面接指導を希望された場合は配布されているストレスチェック結果を当社に共有していただくこととなります。併せてご了承ください。
※但し、ご本人の同意がない限り面接内容は確実に守秘されますのでご安心ください。また、提供いただいたストレスチェックの結果についても、面接指導及びその後の就業措置を講じるにあたって必要最低限の範囲でのみ共有いたします。ご安心ください。
【ストレスチェック結果の会社への提供が困難な場合】
会社側へのストレスチェック結果の通知に同意はできないが面談を希望される場合は、前述の当社保健師へ「一般の健康相談」として申し込んでください。

この場合はストレスチェック結果に関わらず、通常と同様に、保健師等または産業医による面

談となり、保健師等と産業医のみが情報を共有いたします。安心してご利用ください。
以上

ご不明な点がありましたら○○（内線****）まで、ご遠慮なくご連絡下さい。

以上、宜しくお願い致します。
